
の
で
あ
り
、
ま
た
地
主
・
小
作
の
協
調
組
合
や
常
設
的
な
農
業
委
員
会
の
設
置
も
み
ら
れ
な
い
と
い
う
特
徴
を
も

た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

小
作

人

の

社
会
的
進
出

こ
う
し
て
地
主
・
小
作
の
対
立
が
激
烈
な
形
を
と
ら
な
か
っ
た
た
め
劇
的
な
様
相
こ
そ
み
せ
な

か
っ
た
が
、
小
作
人
の
社
会
的
進
出
は
進
行
し
、
農
村
社
会
に
は
流
動
的
な
状
況
が
し
だ
い
に

形
成
さ
れ
て
い
く
。
一
九
二
三
年
、
新
農
会
法
に
基
づ
き
「
婦
人
迄
も
参
加
し
て
」
と
い
わ
れ
て
実
施
さ
れ
た
町

村
農
会
の
総
代
お
よ
び
役
員
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
階
層
別
に
み
た
第
二
十
六
表
に
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
小
作

人
は
総
代
で
一
〇
㌫
余
、
役
員
で
五
㌫
余
を
し
め
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
結
果
は
、
当
時
、「
小
作
人
は
選

挙
人
数
の
多
い
割
合
に
総
代
数
が
少
い
」「
総
代
か
ら
選
ば
れ
た
町
村
農
会
の
役
員
の
状
況
を
見
る
と
…
…（
中
略
）

…
…
其
の
割
合
が
小
作
農
は
半
減
し
地
主
が
一
割
方
の
増
加
で
あ
る
の
は
要
す
る
に
未
だ
地
主
の
前
に
頭
が
上
ら

な
い
者
が
多
い
事
を
物
語
っ
て
居
る
」
と
評
せ
ら
れ
た
（『
横
浜
貿
易
新
報
』
大
正
十
二
年
七
月
十
五
日
付
）。
し
か
し
、

こ
れ
を
町
村
段
階
で
み
る
と
、
ま
た
違
っ
た
様
相
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
総
代
選
挙
の
結
果
、
地
主
の
当
選
者
に
対
し
小
作
人
の
当
選
者
が
上
ま
わ

っ
た
か
、
同
様
で
あ
る
町
村
は
、
県
下
で
四
十
五
に
の
ぼ
っ
た
。
こ
う
し
た
町
村
の
な
か
に
は
、
中
郡
城
島
村
や
足
柄
上
郡
金
田
村
な
ど
小
作
争
議

を
経
験
し
た
村
が
め
だ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
中
郡
金
目
村
（
二
十
五
名
中
十
二
名
）、
足
柄
下
郡
田
島
村
（
二
十
五
名
中
十
七
名
）
の
よ
う
に
、
小
作
人
が

総
代
の
多
数
を
し
め
る
村
も
あ
っ
た
。
小
作
争
議
を
経
験
し
、
小
作
人
組
合
が
つ
く
ら
れ
た
よ
う
な
村
落
で
は
、
あ
き
ら
か
に
小
作
農
民
の
社
会
的

進
出
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
動
向
は
、「
昭
和
二
年
農
会
総
代
選
挙
ニ
方
リ
テ
ハ
各
地
ニ
於
テ
小
作
人
中
ヨ
リ
相
当
多
数
ノ
総
代
当
選

者
（
県
下
ヲ
通
シ
テ
百
三
十
六
人
）
ヲ
出
シ
漸
次
気
勢
ヲ
揚
ケ
昭
和
六
年
四
月
施
行
ノ
農
会
総
代
選
挙
ニ
際
シ
テ
ハ
小
作
人
中
ヨ
リ
百
六
十
人
（
外
自
作

兼
小
作
農
階
級
ヨ
リ
千
八
十
八
人
）
ノ
当
選
者
ヲ
出
シ
」（
資
料
編13

近
代
・現
代
⑶
一八八）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
―

こ
の
当
選
者
数
の
階
層
別
基
準
は
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一九
二
三
年
と
相
違
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
―

拡
大
し
て
い
っ
た
。

ま
た
、
町
村
会
議
員
選
挙
に
お
い
て
も「
大
正
十
四
年
村
会
議
員
選
挙
ニ際
シ
中
郡
金
目
村
ヨ
リ
小
作
人
組
合
ヲ
背
景
ト
セ
ル
議
員
当
選
者
一名

ヲ
出
シ
タ
ル
ヲ
初
メ
ト
シ
」（
同
前
一八六）、
一九
二
九
年
選
挙
で
は
、
日
農
総
同
盟
の
支
部
か
ら
数
名
の
当
選
者
が
で
て
い
る
。
一九
二
五
年
の
選
挙

で
は
、「
殊
に
青
年
の
団
結
に
よ
る
活
躍
と
町
村
に
よ
っ
て
は
小
作
者
の
結
束
が
一大
勢
力
と
な
っ
て
地
主
側
の
候
補
者
に
対
抗
す
る
の
で
宛
然
農

村
は
地
主
小
作
の
勢
力
争
ひ
の
如
き
観
を
呈
し
て
ゐ
る
」
と
い
わ
れ
、
そ
の
例
と
し
て
足
柄
下
郡
上
府
中
村
で
、
定
員
十
二
名
に
十
八
名
が
立
候
補

し「
此
村
は
昨
年
末
の
小
作
関
係
が
解
決
せ
ぬ
の
で
小
作
者
の
勢
力
が
非
常
な
る
結
束
力
を
以
て
抬
頭
し
結
果
を
注
目
さ
れ
て
ゐ
る
」
こ
と
が
あ
げ

ら
れ
た（『
横
浜
貿
易
新
報
』
大
正
十
四
年
三
月
二
十
七
日
付
）。
こ
の
よ
う
な
事
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
小
作
農
民
の
社
会
的
進
出
は
、
当
選
を
え
ら

れ
な
い
と
い
う
結
果
に
終
わ
っ
た
場
合
も
ふ
く
め
て
、
農
村
社
会
に
流
動
的
な
状
況
を
つ
く
り
だ
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

流
動
化
す
る

青
年
た
ち

こ
う
し
た
流
動
状
況
の
一
端
を
、青
年
団
の
動
向
の
な
か
に
み
て
み
よ
う
。神
奈
川

県
下
で
は
一
九
二
五（
大
正
十
四
）年
の
段
階
で
男
子
青
年
団
が
三
百
四
十
四
団
体
・

四
万
九
千
余
人
の
会
員
で
あ
り
、
女
子
青
年
会
も
百
六
十
六
団
体
・
一
万
八
千
余
人
の
会
員
数
を
数

え
て
い
た
。
い
ま
、
そ
の
会
長
に
ど
の
よ
う
な
人
物
が
就
任
し
て
い
た
か
を
み
る
と（
第
二
十
七
表
）

男
子
青
年
団
の
場
合
に
は
名
望
家
が
圧
倒
的
に
多
く
、
小
学
校
長
が
そ
れ
に
次
ぎ
、
会
員
か
ら
会
長

が
選
出
さ
れ
て
い
る
も
の
は
一
三
㌫
余
し
か
な
い
。
女
子
青
年
会
の
場
合
も
小
学
校
長
、
小
学
校
教

員
が
圧
倒
的
で
、
会
員
が
会
長
に
就
任
し
て
い
る
団
体
は
や
は
り
一
四
㌫
弱
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
名
望
家
優
位
の
構
成
を
と
っ
た
青
年
団
の
な
か
に
も
、
社
会
的
関
心
の
強
ま
り
や
青

第27表　1925年青年団会長の種別
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年
と
し
て
の
連
帯
の
要
求
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
一九
二
四
年
か
ら
神
奈
川
県
青
年
団
聯
合
会
は
、
機
関
誌
と
し
て
『
武
相
の
若
草
』
を
発
行
し
た

が
、
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
投
稿
の
な
か
に
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
し
め
さ
れ
て
い
る
。
青
年
た
ち
の
、
社
会
的
・
政
治
的
関
心
が
噴
出
す
る
大
き
な
契

機
は
、
普
通
選
挙
法
の
実
現
で
あ
っ
た
。「
堕
落
し
た
政
治
」
か
ら
の「
政
界
革
新
」
の
期
待
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一九
二
五
年
一
月
二
十

日
、
高
座
郡
新
磯
村
の
青
年
団
は
、
春
季
総
会
を
兼
ね
な
が
ら
「
擬
国
会
」
を
開
催
し
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
も
た
び
た
び
「
自
由
爛
漫
な
壇
上
の
世

界
の
開
幕
」
が
希
望
さ
れ
、
企
画
さ
れ
な
が
ら
実
を
結
ば
な
い
で
い
た
の
で
あ
る
。
団
員
の
一部
が
総
理
大
臣
以
下
の
政
府
委
員
と
な
る
。「
文
相

鉄
相
外
相
な
ど
比
較
的
吾
が
農
村
関
係
の
浅
い
各
省
に
首
相
兼
任
」
で
あ
る
。
一方
、
政
党
は
「
農
民
倶
楽
部
」「
青
年
労
働
党
」「
立
憲
青
年
党
」

「
其
の
他
中
立
党
」
が
登
場
し
た
。
提
出
議
案
は
「
一
、
奢
侈
品
課
税
」「
二
、
国
防
充
実
案
」「
三
、
酒
造
撤
廃
案
」
の
三
件
で
、
賛
成
演
説
・
反

対
演
説
が
闘
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
（『
武
相
の
若
草
』
第
七
号
、
一九
二
五
年
三
月
）。

こ
の
「
擬
国
会
」
は
、
当
時
の
農
村
青
年
の
希
望
と
関
心
の
あ
り
よ
う
を
象
徴
的
に
し
め
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
か
れ
ら
は
討
論
と
学
習
に
熱

気
を
ほ
と
ば
し
ら
せ
な
が
ら
、
政
治
の
変
革
を
焦
点
と
し
て
社
会
改
革
の
期
待
を
た
か
ま
ら
せ
て
い
た
。
そ
の
関
心
は
、
深
ま
り
ゆ
く
農
村
不
況
の

な
か
で
農
村
問
題
の
解
決
へ
と
し
ぼ
ら
れ
て
い
た
。
普
選
に
よ
る
議
会
は
「
農
民
倶
楽
部
」
や
「
立
憲
労
働
党
」
な
ど
社
会
の
下
層
と
さ
れ
た
民
衆

各
層
の
利
害
に
表
現
と
解
決
を
与
え
る
場
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
て
青
年
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
生
活
を
新
し
い
開
か
れ
た
方
向
へ
と

打
開
す
る
希
望
を
高
ま
ら
せ
て
い
た
。
し
か
し
、
提
出
議
案
の
第
一、
奢
侈
品
課
税
の
提
案
理
由
が
「
農
村
の
若
い
青
年
男
女
が
都
会
生
活
の
華
美

に
憧
憬
し
て
、
そ
の
天
然
の
恵
を
捨
て
ゝ
、
都
会
に
走
る
も
の
を
戒
め
、
ま
た
農
村
の
質
朴
を
奨
励
す
る
」（
同
前
）
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
農
本
主

義
と
勤
倹
力
行
主
義
へ
の
強
い
傾
き
も
し
め
さ
れ
て
い
た
。「
国
民
精
神
作
興
に
関
す
る
詔
書
」
の
影
は
青
年
た
ち
に
大
き
く
か
ぶ
さ
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
状
況
打
開
へ
の
期
待
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
噴
出
、
伝
統
的
「
郷
土
」
観
念
へ
の
回
帰
、
こ
の
二
つ
の
流
れ
が
青
年
た
ち
の
内
部
で
交
錯
し
て

い
た
。
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第
六
節
　
都
市
の
発
展
と
都
市
改
造
運
動

一　

本
格
化
す
る
都
市
問
題

大
気
汚
染

問
題
の
発
生

第
一次
大
戦
前
の
一九
一三（
大
正
二
）年
に
、
三
十
九
万
六
千
人
余
り
で
あ
っ
た
横
浜
市
の
現
住
人
口
数
は
、
大
戦
の
好
況
を
へ

て
一
九
二
〇
年
に
は
、
四
十
二
万
三
千
人
に
近
づ
く
ま
で
に
増
加
し
た
。
戸
数
で
は
一九
一四
年
の
八
万
二
千
九
百
六
十
六
戸
か

ら
、
一九
二
一年
の
九
万
四
千
二
百
九
十
戸
へ、
一万
二
千
戸
近
く
の
増
加
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
横
須
賀
市
の
場
合
も
、
市
制
施
行
当
時
の
一

九
〇
七
年
、
人
口
十
一万
三
千
余
、
戸
数
二
万
五
十
六
戸
が
、
一九
二
〇
年
に
は
人
口
十
五
万
四
千
余
、
戸
数
二
万
八
千
九
百
七
十
四
戸
に
達
し
て

い
た
。

こ
う
し
た
人
口
の
集
積
・集
中
は
、
県
の
工
業
総
生
産
価
額
が
全
国
第
五
位
の
位
置
を
し
め
、
そ
の
中
で
機
械
工
業
・化
学
工
業
・特
殊
工
業
の

比
重
が
過
半
数
と
な
る
に
い
た
っ
た
大
戦
期
の
経
済
発
展
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
人
口
の
増
加
・集
中
と
大
規
模
重
化
学
工
業
を
中
心
と

す
る
京
浜
工
業
地
帯
の
形
成
と
が
か
ら
み
あ
い
な
が
ら
、
都
市
問
題
の
本
格
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
横
浜
市
を
中
心
に
、
急
速
に
工
場
の
進

出
が
み
ら
れ
た
橘
樹
郡
下
の
鶴
見
・川
崎
地
域
、
そ
し
て
軍
工
廠
を
か
か
え
る
軍
都
横
須
賀
市
な
ど
に
は
、
公
害
・教
育
施
設
・水
道
・清
掃
・住

宅
な
ど
の
都
市
化
に
と
も
な
う
問
題
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
っ
た
。

工
場
の
進
出
と
住
宅
の
増
加
の
な
か
で
、
大
戦
期
か
ら
め
だ
っ
て
き
た
の
は
、
悪
臭
・煤
煙
問
題
と
い
う
か
た
ち
で
報
道
さ
れ
る
工
場
に
よ
る
大

気
汚
染
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
個
々
の
工
場
が
発
生
源
と
し
て
特
定
さ
れ
問
題
化
す
る
形
を
と
っ
た
。
し
か
も
工
場
側
が
な
ん
ら
有
効
な
処
置
を
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と
ら
な
い
た
め
に
被
害
住
民
の
深
刻
な
運
動
が
形
成
さ
れ
る
場
合
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
た
。
橘
樹
郡
下
の
保
土
ケ
谷
町
に
あ
っ
た
程
ケ
谷
曹
達
製
造

会
社
の
煤
煙
問
題
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
工
場
が
拡
張
に
拡
張
を
重
ね
、
大
工
場
と
な
り
、
好
況
の
中
で
昼
夜
運
転
を
つ
づ
け
る
一
九
一
六
年
に
問

題
は
発
生
し
た
。
附
近
の
樹
木
が
枯
死
す
る
様
子
を
み
せ
、
驚
い
た
住
民
た
ち
は
程
ケ
谷
曹
達
工
場
の
煤
煙
が
原
因
で
あ
る
と
防
止
を
要
求
し
て
交

渉
を
は
じ
め
た
。
と
こ
ろ
が
数
度
に
わ
た
る
交
渉
に
も
か
か
わ
ら
ず
工
場
側
は
、
な
ん
の
措
置
も
と
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
憤
激
し
た
住

民
に
よ
っ
て
米
騒
動
の
さ
な
か
の
一
九
一
八
年
八
月
十
六
日
の
夜
、
工
場
は
焼
き
打
ち
に
あ
っ
た
。
当
日
、
工
場
と
の
交
渉
の
報
告
が
工
場
の
正
門

前
空
地
で
行
わ
れ
た
が
、
集
ま
っ
た
群
衆
は
工
場
の
門
の
方
へ
進
み
投
石
す
る
う
ち
に
、
工
場
は
出
火
し
焼
失
し
た
の
で
あ
る
。
暴
動
の
主
謀
者
と

し
て
、
こ
の
会
合
を
よ
び
か
け
た
町
会
議
員
・
学
務
委
員
な
ど
十
二
名
が
逮
捕
さ
れ
起
訴
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
裁
判
で
被
告
ら
は
、
煤
煙
被
害
の

状
況
に
つ
い
て
「
酸
味
の
あ
る
吐
気
を
催
す
様
な
風
が
来
て
、
帷
子
部
落
の
楓
の
樹
は
落
葉
し
、
桐
の
木
は
夏
な
が
ら
赤
く
枯
れ
る
」「
大
豆
程
の

煤
煙
が
一
面
に
降
り
、
五
、
六
寸
も
地
上
に
積
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（『
横
浜
住
民
運
動
資
料
集
成
大
正
編
』）。

深
刻
な
大
気
汚
染
は
一
九
二
二
〜
二
三
年
に
か
け
て
横
浜
市
子
安
町
で
、
大
日
本
人
造
肥
料
・
日
本
化
学
肥
料
・
横
浜
化
学
工
業
の
三
社
を
発
生

源
と
す
る
「
有
毒
瓦
斯
」
問
題
に
も
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
時
期
の
も
っ
と
も
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
の
は
浅
野
セ
メ
ン
ト
川
崎
工
場
の
降
灰
問
題
で

あ
ろ
う
。
浅
野
セ
メ
ン
ト
川
崎
工
場
は
、
深
川
工
場
が
降
灰
問
題
を
お
こ
し
住
民
に
移
転
を
約
束
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
工
場
敷
地
は
橘
樹
郡
田
島
村
に
も
と
め
ら
れ
、
一
九
一
七
年
七
月
か
ら
操
業
を
開
始
し
た
。
こ
の
工
場
設
置
に
対
し
て
も
地
元
の
田
島
村
・
町

田
村
の
住
民
の
強
い
反
対
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
操
業
開
始
と
と
も
に
降
灰
被
害
が
発
生
し
た
。「
周
囲
一
方
里
に
亘
り
て
粉
末
飛
散
し
稲
田
赤
色
を

帯
び
、
作
物
の
成
育
を
害
し
て
収
穫
半
減
の
状
を
呈
し
、
梨
其
他
の
農
作
物
は
素
よ
り
人
体
に
迄
被
害
あ
る
」
の
状
態
を
て
い
し
、「
西
北
風
の
際

は
海
面
に
降
灰
し
、
養
殖
の
貝
類
は
死
滅
し
、
殊
に
同
地
の
産
物
た
る
海
苔
に
は
乾
燥
の
際
と
海
陸
合
せ
て
大
被
害
の
虞
」
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ

る
。
県
庁
は
予
防
装
置
を
つ
け
る
こ
と
を
会
社
に
勧
告
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
防
止
設
備
は
設
置
さ
れ
ず
、
一
九
二
三
年
に
は
大
師
町
会
が
、
工
場
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取
締
規
則
に
も
と
づ
き
、
工
場
の
停
止
を
命
ず
る
よ
う
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
に
い
た
っ
た
。
浅
野
セ
メ
ン
ト
側
は
、
見
舞
金
支
給
に
よ
っ
て

解
決
を
は
か
り
、
一
九
二
四
年
に
一万
五
千
円
の
見
舞
金
支
給
・
防
塵
装
置
の
設
置
な
ど
の
協
定
が
ひ
と
ま
ず
結
ば
れ
た
。
し
か
し
そ
の
後
も
被
害

は
や
ま
ず
、
紛
争
が
つ
づ
く
の
で
あ
る
（『
京
浜
工
業
地
帯
公
害
史
資
料
集
』）。

こ
う
し
て
工
場
化
の
進
行
に
と
も
な
っ
て
大
気
汚
染
を
は
じ
め
公
害
問
題
の
ひ
ろ
が
り

が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
大
工
場
の
進
出
の
み
で
な
く
、
住
宅
地
化
の
進
行
と

も
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
横
浜
市
内
中
村
町
の
脂
肪
肥
料
製
造
化
学
工

場
の
悪
臭
問
題
は
、
こ
の
典
型
例
で
あ
る
。
こ
の
工
場
は
魚
獣
の
腸
を
煮
沸
す
る
の
で
悪

臭
を
発
し
住
民
は
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
二
一年
四
月
に
工
場
は
火
災
を
発

生
焼
失
し
た
。
工
場
主
は
工
場
の
再
建
の
出
願
を
行
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
「
同
地
住
民

は
再
び
土
地
の
悪
臭
を
放
た
れ
て
は
今
後
新
開
地
と
し
て
発
展
上
の
障
害
」
と
し
て
陳
情

を
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
工
場
は
一
九
一
二
年
に
建
設
さ
れ
た
が
「
当
時
は
民
家
も

少
く
反
対
運
動
も
な
か
っ
た
が
、
其
後
次
第
に
発
展
し
て
人
家
稠
密
」
と
な
っ
た
こ
と
が

工
場
公
害
の
問
題
を
ひ
ろ
げ
る
原
因
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

難
問
と
な
っ

た
ゴ
ミ
処
理

人
口
の
増
加
に
と
も
な
い
、生
み
出
さ
れ
る
塵
芥
の
量
は
膨
大
に
な
り
、

そ
の
処
理
は
衛
生
上
か
ら
も
重
大
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
。こ
の
時
期
、

塵
芥
処
理
は
県
下
の
市
部
で
解
決
困
難
な
難
問
と
な
っ
て
き
た
。
横
須
賀
市
で
は
、
市
制

施
行
に
と
も
な
い
、
一
九
〇
九（
明
治
四
十
二
）
年
に
市
内
の
若
松
町
に
焼
却
場
を
竣
工
し

昭和初年の川崎市堀ノ内の風景 川崎市立産業文化会館蔵
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た
。
敷
地
三
百
五
十
坪
、
二
連
成
炉
の
竈
一
基
で
可
燃
物
は
焼
却
し
、
不
燃
物
は
海
岸
の
す
て
場
に
投
棄
す
る
こ
と
で
処
理
し
て
い
た
。
も
う
一
つ
、

逸
見
町
の
海
岸
に
存
在
し
て
い
た
ご
み
焼
場
は
、
海
岸
が
軍
用
地
と
な
っ
て
埋
め
立
て
ら
れ
た
た
め
、
一
九
一
一
年
に
は
廃
止
と
な
り
、
若
松
町
焼

却
場
の
み
に
た
よ
っ
て
塵
芥
処
理
が
行
わ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
若
松
町
の
海
岸
も
し
だ
い
に
住
宅
が
た
ち
な
ら
び
、
住
民
の
衛
生
面
か
ら
も
、
ま

た
海
岸
埋
立
て
の
関
係
か
ら
も
移
転
が
せ
ま
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
度
は
山
崎
海
岸
へ
焼
却
場
の
建
設
が
計
画
さ
れ
る
が
、
着
工
に
い
た
ら
ぬ
う

ち
に
関
東
大
震
災
に
あ
い
、
若
松
町
焼
却
場
の
継
続
使
用
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
の
間
に
山
崎
海
岸
方
面
も
急
速
に
発
展
し
て
焼
却
場

の
候
補
地
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
新
焼
却
場
が
建
設
さ
れ
た
の
は
、
実
に
一
九
三
四（
昭
和
九
）
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
（『
横
須
賀
市
史
』）。

横
浜
市
の
場
合
、
問
題
は
も
っ
と
深
刻
で
あ
っ
た
。
一
つ
の
処
理
施
設
も
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
九
一
九
年
に
は
一
日
に
排

出
さ
れ
る
塵
芥
は
二
百
ト
ン
に
の
ぼ
っ
て
い
た
。
各
戸
か
ら
の
搬
出
は
請
負
業
者
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
、
百
五
十
台
の
荷
車
で
置
場
ま
で
運
ば
れ
た
後
、

三
十
隻
の
塵
芥
船
で
一
部
は
千
葉
県
ま
で
肥
料
と
し
て
運
搬
さ
れ
、
他
は
滝
頭
の
埋
立
て
と
し
て
海
中
に
投
棄
さ
れ
て
い
た
。

横
浜
市
当
局
も
、
こ
の
塵
芥
処
分
に
は
困
却
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
す
で
に
一
九
一
四
年
に
は
、
滝
頭
埠
頭
の
突
端
の
一
部
分
を
焼
却
場
の
敷

地
と
し
て
業
者
に
提
供
し
、
試
験
的
に
焼
却
を
行
う
と
の
計
画
が
た
て
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
根
岸
・
滝
頭
・
磯
子
の
町
民
は
反

対
運
動
を
展
開
し
た
。
こ
の
住
民
運
動
を
支
持
し
て
、『
横
浜
貿
易
新
報
』
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
反
対
運
動
は
「
我
横
浜
市
の
大
局
的
統
一

的
経
綸
の
上
よ
り
見
て
、
寧
ろ
大
い
に
感
謝
す
可
き
理
由
」
が
あ
る
。
今
さ
ら
「
試
験
的
設
備
」
を
つ
く
ら
ん
と
す
る
の
も
「
市
理
事
者
」
の
「
怠

慢
」
を
し
め
し
て
い
る
が
、「
斯
か
る
試
験
的
施
設
の
為
め
に
、
態
々
市
是
と
し
て
我
横
浜
市
の
保
健
的
住
宅
地
区
と
定
め
た
る
所
の
根
岸
、
滝
頭
、

磯
子
一
帯
の
海
岸
を
選
び
た
る
一事
に
至
り
て
は
、
吾
人
を
し
て
幾
ん
ど
其
非
常
識
に
驚
嘆
を
禁
ず
る
能
は
ざ
ら
し
む
」（
大
正
三
年
六
月
二
十
六
日

付
）。
市
理
事
者
が
、
明
確
な
都
市
計
画
を
も
た
ず
、
そ
の
場
し
の
ぎ
の
や
り
方
で
住
宅
地
区
と
考
え
ら
れ
て
い
た
地
域
に
焼
却
場
を
つ
く
ろ
う
と

す
る
こ
と
が
批
判
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
計
画
性
を
も
た
な
い
都
市
化
の
進
行
が
も
た
ら
す
矛
盾
を
、
こ
の
塵
芥
焼
却
場
問
題
は
し
め
し
て
い
た
。
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し
た
が
っ
て
問
題
の
解
決
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
市
当
局
も
、
一
九
一
九

年
に
は
焼
却
場
設
置
以
外
に
根
本
的
な
解
決
策
は
な
い
と
の
態
度
を
と
る
よ
う

に
な
る
が
、
そ
の
場
所
の
選
定
は
簡
単
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
根
岸
町
の
住
民

は
、
滝
頭
で
の
塵
芥
処
理
に
対
し
、
一九
一
九
年
九
月
に
は
、
焼
却
・
埋
立
て

の
中
止
を
陳
情
し
、
そ
の
後
も
反
対
運
動
は
継
続
し
て
い
っ
た
（『
横
浜
住
民
運

動
資
料
集
成
大
正
編
』）。
問
題
が
山
積
す
る
な
か
で
一九
二
四
年
、
市
会
は
焼
却

炉
の
建
築
費
を
ふ
く
め
五
十
八
万
五
千
円
の
予
算
を
可
決
し
、
敷
地
決
定
は
不

可
避
に
な
っ
た
。
根
岸
・滝
頭
・磯
子
地
区
を
は
じ
め
候
補
地
と
し
て
あ
げ
ら

れ
た
地
域
の
住
民
の
反
対
運
動
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
が
、
結
局
、
市
会
は
市

長
に
一任
を
決
定
、
一九
二
六
年
に
有
吉
忠
一市
長
は
滝
頭
突
堤
に
決
定
し
て

塵
芥
焼
却
場
設
置
問
題
は
や
っ
と
決
着
を
み
る
の
で
あ
る
。

深
刻
化
す
る

住

宅

難

第
一次
大
戦
の
さ
な
か
か
ら
、
め
だ
ち
は
じ
め
た
問
題
の
一

つ
が
住
宅
難
と
そ
れ
に
と
も
な
う
家
賃
の
高
騰
の
問
題
で
あ

る
。
大
戦
前
ま
で
は
、
横
浜
の「
市
中
目
抜
き
の
場
所
にT

o

　

Let

と
か
貸
家
と

か
言
ふ
貼
札
が
目
障
り
に
な
る
位
に
貼
ら
れ
」、
一九
一五
年
十
月
の
調
査
で

は
、
市
内
の
空
屋
数
は
住
宅
向
き
が
六
千
四
百
十
五
戸
、
商
家
向
き
が
千
三
百

四
十
九
戸
で
合
計
七
千
七
百
六
十
四
戸
も
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
が
、
一九
一

1928年6月現在の滝頭塵芥処理場 『横浜の清掃事業』から
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八
年
の
末
ご
ろ
に
は
「
市
中
に
空
屋
ら
し
い
も
の
が
見
当
ら
な
い
」「
適
当
な

家
屋
は
勿
論
事
務
所
に
す
る
よ
う
な
家
屋
迄
も
払
底
し
て
一
戸
に
二
家
族
以
上

棲
ま
っ
た
り
二
階
借
し
た
り
間
借
り
し
た
り
す
る
よ
う
な
所
謂
同
居
連
中
が
著

し
く
増
加
し
て
来
た
、
店
舗
や
事
務
所
な
ど
も
共
同
し
て
使
っ
て
居
る
よ
う
な

も
の
も
決
し
て
少
な
く
な
い
」
と
い
わ
れ
る
状
況
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
も
そ

れ
は
、
横
浜
市
の
棟
数
が
一
九
一
四
年
の
四
万
八
千
八
十
五
戸
か
ら
一
九
一
七

年
の
五
万
二
千
二
百
二
十
六
戸
へ
増
加
し
て
い
な
が
ら
生
じ
た
現
象
で
あ
っ
た

（『
横
浜
貿
易
新
報
』
大
正
七
年
十
一
月
一
日
付
）。

こ
う
し
た
住
宅
難
は
、
家
賃
を
め
ぐ
る
紛
争
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。

横
浜
市
本
町
の
俗
称
百
軒
長
屋
に
住
む
借
家
人
は
一
九
一
九
年
八
月
、
家
賃
値

上
げ
を
原
因
と
し
て
紛
争
を
起
こ
し
た
。
こ
の
家
屋
に
は
三
十
七
戸
が
居
住
し

て
い
た
が
、
新
た
に
こ
の
家
屋
を
買
い
と
っ
た
酒
商
が
、
家
賃
倍
額
へ
の
値
上

げ
、
敷
金
五
十
円
の
納
入
を
せ
ま
り
、
さ
も
な
く
ば
、
一
週
間
以
内
の
立
ち
退

き
を
せ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
借
家
人
の
側
は
協
議
し
、
五
割
の
値
上
げ
な
ら
応

ず
る
と
し
た
が
、
家
主
は
こ
れ
に
応
ぜ
ず
居
住
者
一
同
に
あ
け
わ
た
し
を
迫

り
、
騒
ぎ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（『
横
浜
住
民
運
動
資
料
集
成
大
正
編
』）。
こ
の
紛

争
は
、
前
の
家
主
の
調
停
で
お
さ
ま
っ
た
が
、
家
賃
値
上
げ
を
め
ぐ
る
紛
争
は

横浜市設住宅運動場 『社会時報』から
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ひ
き
つ
づ
き
続
発
し
て
「
横
暴
家
主
」
と
の
声
が
高
ま
る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
。

借
地
料
を
め
ぐ
る
紛
争
も
ま
た
め
だ
ち
は
じ
め
た
。
横
浜
市
西
戸
部
町
で
は
、
二
万
五
千
余
坪
の
地
所
を
購
入
し
た
東
京
土
地
建
物
会
社
が
、
そ

の
所
有
地
の
借
地
人
に
対
し
、
一九
二
二
年
七
月
、
実
に
二
十
割
か
ら
五
十
割
の
地
代
の
値
上
げ
を
通
告
し
た
こ
と
を
契
機
に
紛
争
が
お
こ
っ
て
い

る
。
驚
い
た
借
地
人
た
ち
百
五
十
余
名
は
、
総
代
人
を
選
び
会
社
と
交
渉
し
た
が
、
ら
ち
が
あ
か
ず
、
借
地
人
の
大
会
を
ひ
ら
く
な
ど
す
る
運
動
に

な
っ
て
い
っ
た
。
紛
争
は
、
一
か
月
以
上
も
つ
づ
き
、
強
硬
で
あ
っ
た
会
社
側
も
値
上
げ
し
た
地
代
か
ら
二
割
を
値
下
げ
す
る
と
の
妥
協
案
が
だ
さ

れ
る
に
い
た
っ
た
（『
横
浜
住
民
運
動
資
料
集
成
大
正
編
』）。

こ
の
よ
う
に
、
家
屋
・
地
所
の
売
買
に
よ
る
所
有
者
変
更
を
き
っ
か
け
と
し
、
借
地
・借
家
料
の
値
上
げ
を
原
因
と
す
る
紛
争
は
、
大
き
な
問
題

と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
も
問
題
は
深
刻
化
し
な
が
ら
、
関
東
大
震
災
を
む
か
え
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一九
二
三
年
に
な
る
と
、

横
浜
市
富
屋
町
で
家
賃
値
下
げ
を
要
求
す
る
紛
争
が
生
じ
て
い
る
。
共
同
長
屋
に
居
住
す
る
七
十
七
戸
の
借
家
人
が
、
諸
物
価
が
下
落
す
る
今
日
で

は
、
一畳
あ
た
り
一円
十
銭
か
ら
一円
二
十
銭
と
い
う
家
賃
は
、
一円
に
値
下
げ
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
差
配
人
と
交
渉
を
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

同
長
屋
の「
居
住
者
は
い
づ
れ
も
労
働
者
の
み
」
で「
要
求
の
容
れ
ら
れ
ぬ
暁
は
長
屋
全
部
が
結
束
し
て
家
賃
を
供
託
所
に
供
託
し
て
、
あ
く
迄
対

抗
す
る
申
合
せ
」
を
な
し
て
い
た
こ
と
に
も
問
題
の
深
刻
化
が
あ
ら
わ
れ
て
い
た（
同
前
）。

ま
た
、
こ
の
年
、
横
浜
市
社
会
課
長
が
、
借
地
・借
家
料
値
上
げ
の
斡
旋
に
た
ず
さ
わ
っ
た
こ
と
が
問
題
化
し
た
。
横
浜
市
南
吉
田
町
に
借
地
を

も
つ
地
主
の
依
頼
に
よ
り
、
地
代
十
割
の
値
上
げ
の
交
渉
に
た
ず
さ
わ
っ
た
社
会
課
長
は
、
借
地
・借
家
人
の
側
か
ら「
社
会
課
長
の
位
置
に
あ
っ

て
此
の
無
謀
た
る
値
上
の
運
動
を
す
る
こ
と
は
公
権
の
濫
用
だ
」
と
憤
慨
さ
れ
、
交
渉
か
ら
手
を
引
く
よ
う
に
要
求
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
東
京
借
家

人
同
盟
の
代
表
に
お
し
か
け
ら
れ
て
、
辞
職
を
勧
告
さ
れ
る
騒
ぎ
に
な
っ
た
の
で
あ
る（
同
前
）。
こ
こ
に
も
深
刻
化
す
る
住
宅
問
題
が
、
借
地
・

借
家
人
の
側
に
社
会
的
不
公
正
の
感
覚
を
高
ま
ら
せ
て
い
る
こ
と
が
し
め
さ
れ
て
い
た
。
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二
　
都
市
改
造
の
試
み

「
新
都
市
論
」
の
提
唱

こ
う
し
た
都
市
問
題
の
深
刻
化
は
、
そ
れ
へ
の
対
策
を
呼
び
お
こ
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
中
で
、
一連
の
本
格
的
な
都

市
計
画
・都
市
経
営
を
提
唱
し
た
の
は
、
横
浜
貿
易
新
報
社
社
長
の
三
宅
磐
で
あ
った
。
一九
〇
八（
明
治
四
十
一）年

に
著
書『
都
市
の
研
究
』
を
出
版
し
た
三
宅
は
、
一九
一〇
年
か
ら
横
浜
貿
易
新
報
社
社
長
に
就
任
し
、
横
浜
市
政
の
当
面
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て

次
つ
ぎ
と
論
説
を
発
表
し
て
い
った
。
ま
ず
財
源
問
題
と
し
て
日
程
に
の
ぼ
っ
て
き
た
ガ
ス
局
払
下
げ
に
つ
い
て
は
、
原
則
的
に
は「
独
占
的
事
業

の
市
営
」
を
主
張
し
な
が
ら
も「
其
の
直
接
経
営
を
困
難
と
し
不
便
と
す
る
も
の
」
は
年
限
を
限
り
私
的
経
営
に
委
託
し
、
市
民
の
利
益
を
保
つ

「
報
償
契
約
を
結
ぶ
」
を「
権
宣
策
」
と
し
て
、
市
会
の
財
源
調
査
委
員
会
案
に
注
文
を
つ
け
つ
つ
賛
成
し
た
。
ま
た
、
横
浜
市
第
二
次
市
域
拡
張

に
つ
い
て
は
、
現
市
域
内
の
設
備
改
良
を
放
棄
し
て
工
場
招
致
に
よ
る
繁
栄
策
を
無
条
件
に
推
進
し
よ
う
と
す
る
動
向
と
し
て
、
き
び
し
く
批
判
し

た
。
一九
一三
年
の
市
会
選
挙
区
制
の
議
決
を
県
知
事
が
不
許
可
と
し
た
自
治
権
蹂
躙
問
題
で
は
、
横
浜
市
民
に
よ
る
自
治
権
擁
護
運
動
を
訴
え
た

（
山
田
操
『
京
浜
都
市
問
題
史
』）。

こ
う
し
て
横
浜
市
政
を
対
象
に
都
市
経
営
と
自
治
を
主
張
し
て
き
た『
横
浜
貿
易
新
報
』
は
、
一九
一四（
大
正
三
）年
、「
新
都
市
論
」
と
題
す
る

社
説
を
連
載
す
る（
二
月
十
二
〜
二
十
一日
付
）。
こ
れ
は
横
浜
市
民
が「
横
浜
の
新
運
命
に
就
て
は
常
に
自
ら
講
究
し
画
策
す
る
」
た
め
の「
資
料
を

提
供
す
る
」
と
し
て「
ホ
ウ
エ博
士
が
都
市
論
」
を
掲
載
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
社
説
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
都
市
に
は
民
主
義々
発

芽
し
」「
聡
明
な
る
政
治
的
意
識
の
覚
醒
」
が
み
ら
れ
る
。
ま
た「
都
市
は
絶
え
ず
新
事
業
を
企
て
、
新
し
き
負
担
を
引
受
け
つ
ゝ
あ
り
、
蓋
し
周

囲
の
事
情
は
都
市
を
刺
激
し
、
百
般
の
事
物
は
都
市
に
迫
り
て
斯
く
為
さ
ゞ
る
を
得
ざ
ら
し
む
る
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
都
市
は
、
次
の
よ
う
な
事
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業
に
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
狭
隘
な
る
住
宅
か
ら
広
き
郊
外
へ
の
移
住
を
可
能
と
す
る「
家
宅
政
策
」、
市
民
に
休
養
を
与
え
る
た
め
に「
公

園
、
公
衆
浴
場
、
運
動
場
」
な
ど
に
加
え「
倶
楽
部
や
冬
期
娯
楽
場
」
な
ど
の
公
共
施
設
、
学
齢
児
童
就
学
問
題
の
解
決
へ、
製
造
工
場
の
監
視
、

児
童
へ
の
教
科
書
・昼
食
の
給
与
、
交
通
機
関
の
市
有
に
よ
る
交
通
費
負
担
の
減
額
、
高
等
教
育
の
普
及
と
義
務
教
育
の
実
施
、
延
長
、
さ
ら
に
病

人
の
看
護
制
度
、
職
業
紹
介
所
設
置
、
工
場
の
監
督
、
等
々
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て「
市
民
は
之
か
為
め
に
監
督
保
護
せ
ら
れ
、
市
を
愛
す
る

の
念
養
成
」
さ
れ
、
と
く
に「
只
数
分
間
居
酒
屋
に
快
を
貪
る
の
外
、
何
等
の
慰
安
を
得
ざ
る
幾
十
万
の
労
働
者
に
何
物
か
之
与
へん
と
す
る
」
こ

と
が
で
き
る
。

こ
の
社
説
は
、
市
民
が
市
政
の
担
い
手
と
し
て
自
覚
を
た
か
め
都
市
経
営
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
に
明
る
い
展
望
と
期
待
を
も
ち
な
が
ら
、
そ
の
都

市
経
営
は
都
市
下
層
階
級
を
対
象
と
す
る
社
会
行
政
を
ふ
く
ん
だ
も
の
と
し
て
展
開
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
の
見
通
し
を
与
え
る
も
の
で
あ
った
。

そ
れ
は
、
京
浜
工
業
地
帯
の
形
成
が
は
じ
ま
り
、
横
浜
へ
の
工
場
と
労
働
者
人
口
の
集
中
と
が
進
展
し
つ
つ
あ
る
状
況
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
た『
横
浜
貿
易
新
報
』
の
主
張
は
、
一九
一八
年
に
連
載
さ
れ
た「
新
横
浜
の
要
求
」（
二
月
十
四
〜
十
八
日
付
）
に
よ
り
く
っ
き
り
と

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。「
今
日
の
横
浜
は
、
最
早
十
年
前
の
横
浜
に
非
ず
」、
そ
の
横
浜
に
適
応
す
る
施
設
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
そ
の

「
新
横
浜
」
と
い
う
由
縁
は
な
に
か
。「
即
ち
今
日
の
横
浜
は
、
四
十
五
万
市
民
を
一団
と
せ
る
横
浜
に
し
て
、
而
も
其
最
大
多
数
は
、
年
数々
万

宛
、
断
え
ず
新
た
に
加
へら
れ
つ
ゝ
あ
る
外
来
移
住
者
た
り
」。
だ
か
ら「
単
り
地
主
や
家
主
と
謂
ふ
階
級
の
み
を
見
ず
、
同
時
に
是
等
の
外
来
移

住
者
を
も
包
擁
し
た
る
、
四
十
五
万
市
民
全
体
を
対
象
」
と
す
る
施
設
経
営
が
な
さ
れ
ね
ば
、
そ
れ
は「
所
詮
時
代
遅
れ
」
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に

第
一次
大
戦
下
の
人
口
の
都
市
集
中
の
現
実
を
み
す
え
な
が
ら
、
都
市
行
政
の
あ
り
方
と
し
て
、
そ
れ
が
眼
目
と
し
た
の
は
、
市
政
か
ら「
秘
密
を

絶
滅
」
す
る
こ
と
、
具
体
的
に
は
市
会
の
常
設
委
員
制
度
の
廃
止
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て『
横
浜
貿
易
新
報
』
は
、
都
市
計
画
に
も
と
づ
く
都
市
改
良
の
実
施
な
ど
抜
本
的
な
都
市
経
営
を
主
張
し
つ
つ
、
公
設
市
場
設
置
、
職
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業
紹
介
所
の
設
置
、
下
層
階
級
の
た
め
の
医
療
施
設
な
ど
の
必
要
を
主
張
す

る
。
と
り
わ
け
米
騒
動
の
後
で
は
、
市
民
生
活
の
危
機
に
つ
い
て
警
鐘
を
な
ら

し
社
会
政
策
の
実
行
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

社
会
行
政
・
都

市
計
画
の
開
始

第
一
次
大
戦
下
の
経
済
発
展
と
人
口
の
都
市
集
中
が
も
た

ら
し
た
社
会
矛
盾
の
累
積
は
、
都
市
問
題
・
社
会
問
題
へ

の
対
応
を
、
行
政
に
と
っ
て
不
可
避
の
課
題
と
し
て
い
た
。
物
価
騰
貴
に
よ
る

生
活
難
の
声
は
米
騒
動
に
先
だ
っ
て
無
視
し
え
な
い
ま
で
に
ひ
ろ
が
り
、
横
浜

市
で
は
一
九
一
八
年
は
じ
め
か
ら
民
間
有
志
ら
の
手
で
木
炭
・
米
・
味
噌
な
ど

の
安
売
り
が
は
じ
め
ら
れ
、
三
月
に
野
菜
が
暴
騰
す
る
と
市
当
局
は
県
と
協
議

し
て
、
そ
の
廉
売
が
十
日
あ
ま
り
実
施
さ
れ
た
。
次
い
で
、
米
騒
動
が
全
国
的

に
ひ
ろ
が
る
中
で
、
八
月
十
四
日
か
ら
県
が
、
さ
ら
に
県
市
が
共
同
で
外
米
の

安
売
り
を
開
始
し
た
。
十
月
に
県
は
こ
れ
を
中
止
し
た
が
、
横
浜
市
当
局
は
な

お
米
廉
売
の
必
要
を
み
と
め
、
こ
の
年
の
年
末
ま
で
実
施
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
な
か
で
公
設
市
場
の
設
置
の
計
画
が
進
め
ら
れ
、
市
内
の
富
豪
か
ら

の
寄
付
金
が
集
め
ら
れ
、
十
月
三
十
日
に
市
会
で
公
設
市
場
案
が
可
決
さ
れ

る
。
市
内
の
青
木
町
・
西
戸
部
町
・
南
吉
田
町
・
北
方
町
の
四
か
所
に
公
設
市

場
が
設
け
ら
れ
、
販
売
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
っ
た（『
横
浜
市
史
』
第
五
巻
下
）。

相沢託児園 『社会時報』から
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一九
一
八
年
、
内
閣
は
都
市
計
画
調
査
会
を
つ
く
り
、
都
市
計
画
の
推
進
を
は
か
り
は
じ
め
た
。
横
浜
市
で
も
、
市
会
は
、
市
区
改
正
、
港
湾
設

備
と
利
用
、
交
通
運
輸
、
衛
生
設
備
、
教
育
及
救
済
、
財
源
調
査
な
ど
の
市
の
改
良
を
調
査
す
る
横
浜
市
改
良
調
査
委
員
会
の
設
置
と
東
京
市
区
改

正
条
例
等
の
準
用
を
決
議
し
た
。
一九
一九
年
、
原
内
閣
は
横
浜
市
区
改
正
委
員
を
任
命
、
横
浜
市
に
も
市
区
改
正
局
が
設
置
さ
れ
て
市
区
改
正
事

業
が
は
じ
め
ら
れ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
四
月
に
横
浜
市
に
は
大
火
災
が
発
生
し
た
。
関
外
埋
立
地
の
住
宅
密
集
地
域
に
ひ
ろ
が
っ
た
火
事
は
関
内
に

も
飛
び
火
し
、
面
積
に
し
て
約
六
万
坪
、
戸
数
で
三
千
余
戸
が
焼
失
し
た
の
で
あ
る
。
市
は
大
火
の
善
後
措
置
を
検
討
し
、
本
来
は
第
二
期
に
あ
た

っ
て
い
た
罹
災
地
域
の
市
区
改
正
事
業
を
第
一期
に
く
り
あ
げ
、
道
路
幅
の
拡
張
・
新
設
な
ど
を
中
心
に
事
業
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
。
計
画
は
、

内
務
省
の
横
浜
市
市
区
改
正
委
員
会
や
市
会
で
五
月
に
は
可
決
さ
れ
、
復
興
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
（
同
前
）。

都
市
計
画
法
の
制
定
・
施
行
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
都
市
問
題
へ
の
対
応
は
、
大
戦
後
に
は
重
要
な
政
策
課
題
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
に
い
た
っ

た
。
横
浜
市
都
市
計
画
局
長
の
坂
田
貞
明
は
、
一九
二
〇
年
、「
大
横
浜
」
の
建
設
を
め
ざ
す
都
市
計
画
の
骨
子
を
発
表
し
た
。
そ
れ
は
、
横
浜
を

中
心
に
半
径
十
二
㌖

を
最
大
限
の
都
市
計
画
区
域
と
想
定
し
、
関
内
・
関
外
・
野
毛

山
・
神
奈
川
か
ら
東
神
奈
川
駅
附
近
を
商
業
地
域
、
西
平
沼
町
・
岡
野
町
・
鶴
見
川
沿

線
・
田
島
村
な
ど
を
工
業
地
域
、
南
吉
田
か
ら
堀
割
川
附
近
・
神
奈
川
の
埋
立
地
附
近

を
商
工
混
合
地
域
、
他
を
住
居
地
域
と
地
域
指
定
す
る
こ
と
を
考
え
た
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
都
市
計
画
の
中
枢
と
し
て
第
三
期
の
港
湾
拡
張
を
考
え
、
上
水
道
・
ガ
ス

・
電
力
の
拡
張
計
画
の
必
要
性
を
論
じ
て
い
た
（
山
田
操
『
京
浜
都
市
問
題
史
』）。
し
か

し
な
が
ら
、
都
市
計
画
区
域
が
一九
二
一年
に
決
定
し
た
も
の
の
、
商
・
工
・
住
宅
の

地
域
指
定
は
一九
二
三
年
ま
で
決
定
に
い
た
ら
な
か
っ
た
。
市
区
改
正
事
業
も
大
火
罹

川崎市内に埋設された木製の上水道管
川崎市立産業文化会館蔵
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災
地
域
で
進
行
し
た
以
外
は
、
財
源
難
を
主
要
な
原
因
と
し
て
ほ
と
ん
ど
進
行

し
な
か
っ
た
。
都
市
計
画
は
、
そ
の
必
要
が
叫
ば
れ
、
計
画
立
案
は
着
手
さ
れ

な
が
ら
も
、
事
業
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
実
施
さ
れ
る
に
い
た
ら
ず
に
関
東
大
震

災
を
む
か
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
深
刻
化
し
て
い
た
住
宅
問
題
へ
は
小
規
模
な
が
ら
対
策
が
進
め
ら
れ

て
い
っ
た
。
横
浜
大
火
の
際
に
集
め
ら
れ
た
罹
災
者
救
助
金
の
一部
に
よ
っ
て

一
九
一
九
年
に
は
市
営
住
宅
七
十
戸
が
建
て
ら
れ
る
。
八
月
の
市
会
で
は
、
政

府
の
低
利
資
金
・
神
奈
川
県
救
済
協
会
か
ら
の
寄
付
を
資
金
と
し
て
、
市
営
住

宅
約
千
戸
を
建
設
す
る
議
案
が
可
決
さ
れ
た
。
実
際
に
建
設
さ
れ
た
の
は
、
中

村
町
・
神
奈
川
町
・
根
岸
町
・
西
戸
部
町
に
あ
わ
せ
て
四
百
戸
余
で
あ
り
、
当

初
の
計
画
を
大
き
く
下
ま
わ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
う
し
て
市
営
住
宅
が
成
立

す
る
こ
と
に
な
っ
た
（『
横
浜
市
史
』
第
五
巻
下
）。
ま
た
横
須
賀
市
に
お
い
て

も
、
一
九
二
一年
に
佐
野
・
逸
見
・
不
入
斗
に
市
営
住
宅
百
十
四
戸
が
建
設
さ

れ
た
の
を
は
じ
め
、
一
九
二
三
年
ま
で
に
二
百
戸
以
上
に
の
ぼ
っ
て
い
っ
た

（『
横
須
賀
市
史
』）。

ま
た
、
横
浜
市
は
一
九
一
九
年
一
月
に
慈
救
課
を
発
足
さ
せ
た
。
そ
の
取
り

扱
う
業
務
は
、
慈
恵
を
目
的
と
す
る
、
諸
施
設
、
施
療
、
罹
災
救
助
、
救
護

横浜社会館娯楽室 神奈川県匡済会蔵
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所
、
公
設
日
用
品
市
場
、
済
生
会
、
恤
救
及
共
済
に
関
す
る
調
査
及
び
実
行
な
ど
と
さ
れ
、
や
が
て
社
会
課
と
改
称
さ
れ
て
い
っ
た
。
慈
救
課
―

社
会
課
は
、
細
民
長
屋
調
査
を
実
施
す
る
ほ
か
、
市
営
住
宅
建
設
・
公
設
市
場
増
設
を
担
当
し
、
ま
た
職
業
紹
介
所
も
設
置
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し

て
都
市
で
は
社
会
行
政
が
展
開
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

神
奈
川
県
匡
済
会

の
成
立
と
事
業

県
も
ま
た
、
米
騒
動
を
契
機
に
社
会
行
政
に
眼
を
む
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
有
吉
忠
一
県
知
事
は
、

一
九
一
八
年
八
月
、
横

浜
市
長
久
保
田
政
周
、
横
浜
商
業
会
議
所
会
頭
大
谷
嘉
兵
衛
を
は
じ
め
市
内
の
有
力
者
を
招
集
し
、
社
会
問
題
の
研
究
の
相

談
会
を
ひ
ら
い
た
。
県
が
実
施
し
た
外
米
の
廉
売
に
は
、
下
賜
金
・
内
務
省
配
当
金
・
県
下
有
志
寄
付
金
な
ど
、
あ
わ
せ
て
五
十
八
万
円
余
の
資
金

が
集
ま
っ
た
が
、
約
十
二
万
円
余
が
剰
余
金
と
し
て
残
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
資
金
と
し
て
、
社
会
救
済
事
業
に
関
す
る
団
体
と
し
て
「
神
奈
川
県
救

済
協
会
」
を
新
設
す
る
と
の
方
向
が
う
ち
だ
さ
れ
、
十
月
の
会
合
で
は
、
設
立
趣
意
書
・
会
則
が
検
討
さ
れ
、
十
二
月
に
は
役
員
を
決
定
す
る
と
と

も
に
、
有
吉
県
知
事
は
じ
め
有
力
者
三
十
七
名
を
設
立
者
に
社
団
法
人
と
し
て
の
設
立
認
可
を
申
請
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

救
済
協
会
は
、「
県
下
ニ
於
ケ
ル
細
民
生
活
状
態
ヲ
調
査
シ
其
ノ
救
済
方
法
ヲ
講
シ
之
カ
実
行
ヲ
期
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
」
と
し
、
そ
の
た
め
の
事

業
と
し
て
「
救
済
ニ
関
ス
ル
各
種
ノ
調
査
研
究
」「
調
査
ノ
結
果
ニ
基
キ
必
要
ト
認
メ
タ
ル
事
業
ヲ
実
行
」「
救
済
ニ
関
ス
ル
行
政
ヲ
翼
賛
」
す
る
な

ど
を
掲
げ
、
事
務
所
を
神
奈
川
県
庁
内
に
お
い
た
団
体
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、

一
九
一
九
年
十
二
月
に
は
臨
時
総
会
で
定
款
に
お
け
る
目
的
を
「
一

般
社
会
状
態
及
生
活
状
態
ヲ
調
査
シ
之
カ
匡
済
ノ
方
法
ヲ
講
シ
」
に
改
め
、
会
名
も
「
神
奈
川
県
匡
済
会
」
と
改
め
る
こ
と
に
な
っ
た
（『
社
団
法
人

神
奈
川
県
匡
済
会
報
告
』
第
一輯
・第
二
輯
）。
慈
恵
的
救
済
団
体
か
ら
積
極
的
社
会
改
良
事
業
団
体
へ
の
模
様
が
え
が
、
名
称
の
変
更
に
も
つ
な
が
っ

た
の
で
あ
る
。

救
済
協
会
が
行
っ
た
事
業
は
、
県
が
一
九
一
八
年
実
施
し
た
米
穀
廉
売
の
残
米
の
実
費
販
売
、
木
炭
の
安
売
り
や
、「
窮
民
」
へ
の
木
炭
お
よ
び

餅
代
の
「
恵
与
」、
悪
性
感
冒
流
行
に
対
す
る
救
療
費
支
出
と
い
っ
た
小
規
模
の
慈
恵
事
業
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
一
九
一
九
年
七
月
の
理
事
会
で
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諸
種
の
社
会
事
業
に
着
手
す
る
こ
と
と
な
り
、
と
く
に
第
一
と
し
て
内
地
米
一万
石
の
買
い
付
け
を
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
米
価
が
米
騒
動
時
よ

り
も
高
値
と
な
り
低
落
す
る
気
配
も
な
い
の
で
「
人
心
動
揺
」
を
お
そ
れ
、
事
前
防
止
の
策
を
と
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
協
会
の
資

金
が
十
万
円
程
度
の
現
状
で
は
、
こ
う
し
た
社
会
事
業
の
実
行
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
会
員
を
は
じ
め
と
し
て
百
万
円
を
目
標
に
新
た
に
寄
付
を
つ

の
る
こ
と
と
な
っ
た
。
有
吉
忠
一
に
か
わ
っ
て
県
知
事
と
な
っ
た
井
上
孝
哉
は
会
長
に
、
大
島
直
道
県
内
務
部
長
は
理
事
に
就
任
し
た
ば
か
り
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
計
画
に
大
い
に
賛
成
し
、
横
浜
市
及
び
橘
樹
郡
の
著
名
な
会
社
・
工
場
・
富
豪
に
寄
付
を
呼
び
か
け
、
四
十
六
口
、
百
四
万
千
円
の

寄
付
が
集
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
本
格
的
に
社
会
的
施
設
の
実
施
に
ふ
み
だ
し
た
の
で
あ
る
が
、
計
画
さ
れ
た
の
は
、
中
産
階
級
お
よ
び
俸
給
生
活

者
の
た
め
の
住
宅
供
給
と
労
働
者
階
級
を
対
象
と
す
る
「
労
働
者
合
宿
所
及
附
設
事
業
」
で
あ
っ
た
。
前
者
は
、
横
浜
市
が
計
画
す
る
住
宅
建
設
へ

資
金
を
交
付
す
る
こ
と
と
な
り
、
後
者
は
、
横
浜
市
高
島
町
に
横
浜
匡
済
館
と
し
て
六
百
余
名
を
宿
泊
さ
せ
う
る
施
設
を
建
設
す
る
こ
と
と
な
り
、

一
九
二
一年
五
月
横
浜
社
会
館
と
名
称
を
改
め
て
開
館
し
た
（
同
前
掲
）。

匡
済
会
が
実
施
し
た
施
設
は
、
こ
の
他
、
一九
二
〇
年
に
川
崎
公
設
市
場
・
鶴
見
公
設
市
場
の
開
設
、
一九
二
一年
に
川
崎
社
会
館
の
開
所
・
川

崎
公
設
浴
場
の
開
場
が
あ
り
、
一九
二
二
年
に
は
横
浜
社
会
問
題
研
究
所
を
設
置
し
、
横
浜
港
内
の
西
波
止
場
と
日
本
波
止
場
の
二
か
所
に
沖
仲
仕

休
憩
所
が
開
所
し
て
い
る
。
横
須
賀
市
で
は
、
若
松
町
に
市
営
の
公
設
市
場
が
一九
二
〇
年
設
置
さ
れ
、
ま
た
横
須
賀
市
職
業
紹
介
所
が
一
九
二
二

年
か
ら
一
般
職
業
紹
介
を
取
り
扱
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た（『
神
奈
川
県
社
会
事
業
概
要
』
一九
二
五
年
）。
横
浜
市
営
の
諸
施
設
、
川
崎
・
鶴
見
方
面

を
中
心
と
す
る
匡
救
会
の
施
設
、
横
須
賀
市
の
施
設
を
あ
わ
せ
て
み
る
と
、
県
下
の
都
市
部
で
は
旧
来
の
救
済
施
設
と
は
異
な
っ
た
社
会
行
政
が
、

き
わ
め
て
貧
弱
な
が
ら
も
関
東
大
震
災
前
に
、
そ
の
展
開
の
緒
に
つ
き
は
じ
め
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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